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地域限定保育士試験実施方法書の認定について 

地域での保育人材の集中的確保に向けて、６県を認定 

 
 

地域限定保育士制度は、特に保育人材が不足するおそれが大きい地域において集中的に保育人材確

保に取り組むことができる制度として、2025年10月に児童福祉法上に創設したものです。この制度

化により、認定を受けた地方公共団体において地域限定保育士試験の実施が可能となりました。 

このたび、6県の地域限定保育士試験実施方法書が、児童福祉法の基準（※）に適合すると認められ

ましたので、お知らせします。 

※児童福祉法第18条の26第４項第１号及び第２号 

 

 

 

【今回認定を受けた地方公共団体】 

千葉県、神奈川県、兵庫県、鳥取県、鹿児島県、沖縄県 

※神奈川県、沖縄県は国家戦略特別区域法により、令和７年度以前から実施中。 

 

【地方限定保育士制度の概要】 

地域限定保育士制度は、国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、これまで神奈川県、大阪府、

沖縄県、千葉県（成田市）、仙台市において実施しており、保育人材の確保を図るための重要な施策

の一つとなっております。当該制度については、2025年10月１日より一般制度化し、児童福祉法

上に創設していますが、詳細については、別紙参考資料をご参照ください。 

 

（参考）これまでに認定を受けた地方公共団体 

三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、岡山県、福岡県（令和７年11月13日付け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【連絡先】 

こども家庭庁成育局成育基盤企画課 

担当：柏木、河村 

電話：０３－６８６１－００５８  

Email:  seiikukiban.hoikushitaisaku＠cfa.go.jp   



 

 

【参考資料】地域限定保育士制度の概要 

 


